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吹田市立男女共同参画センター条例施行規則現行・改正案対照表 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

（使用の申請） 

第４条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記

載した使用許可申請書を市長に提出しなければならない。 

⑴ 申請者の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号並びに団体にあっては、

担当者の氏名（以下「申請者の氏名等」という。） 

⑵ 使用日時、使用施設、使用附属設備、使用目的及び使用人数並びに入場料等徴

収の有無（以下「使用日時等」という。） 

２ 前項の規定による申請は、使用しようとする日（以下この項及び第１２条第１項

において「使用日」という。）の前３月に当たる日の属する月の初日から使用日の

当日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるとき

は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

（使用内容の変更） 

第８条 使用者は、使用日時等の変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載

した使用内容変更許可申請書に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受け

なければならない。 

⑴ 申請者の氏名等 

⑵ 許可を受けた使用日時等並びに変更しようとする事項及びその理由 

２ 市長は、使用内容変更許可申請書を受け付けたときはこれを審査し、許可すべき

ものと認めるときは必要な条件を付し、使用内容変更許可書を交付する。この場合 

 

（使用の申請） 

第４条 センターの施設を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、公共

施設の使用許可に係る情報システムによる事前手続（以下「ウェブ申込み」とい

う。）をしなければならない。 

２ ウェブ申込みの区分は、次の各号に掲げるとおりとし、ウェブ申込みをすること

ができる期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 

⑴ 抽選申込み 使用日の４月前の日の属する月の２５日から末日まで 

⑵ 先着申込み 使用日の３月前の日の属する月の２日の正午（１月にあっては、

５日の正午）から使用日の前日まで 

３ 抽選申込みをして当選した者及び先着申込みをした者は、当選又は先着申込みの

日から起算して７日以内（先着申込みの日から起算して７日以内に使用する場合

は、使用日の前日まで）に、使用許可申請書を市長に提出するとともに、使用料を

納付しなければならない。この場合において、提出期限までに使用許可申請書の提

出がなかったときは、その者の当選又は先着申込みは、なかったものとみなす。 

４ 前３項の規定にかかわらず、公用で使用する場合その他市長が特別の事情がある

と認める場合の申請の手続は、市長が定める。 

 

（使用内容の変更） 

第８条 使用者は、使用附属設備、使用目的又は使用人数の変更をしようとするとき

は、使用内容変更許可申請書に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受け

なければならない。 

２ 市長は、使用内容変更許可申請書を受け付けたときはこれを審査し、許可すべき

ものと認めるときは必要な条件を付し、使用内容変更許可書を交付する。 
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    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

において、変更によって使用料に不足が生じたときは、直ちに不足額を納付させる

ものとする。 

（使用時間の超過） 

第９条 使用時間の超過は、センターの運営に支障のない場合に限り許可する。 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

３ 超過時間の計算は、３０分以上１時間未満の端数は１時間とし、３０分未満の端

数は切り捨てるものとする。 

 

 

 

（使用の取消し） 

第１０条 使用者は、センターの施設の使用を取り消そうとするときは、遅滞なく次

に掲げる事項を記載した使用取消届に使用許可書又は使用内容変更許可書を添えて

市長に提出しなければならない。 

⑴ 申請者の氏名等 

⑵ 許可を受けた使用日時等 

⑶ 取消しの理由 

（使用料の減額又は免除） 

第１１条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

２ 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用料

減額・免除申請書を使用許可申請書に添付しなければならない。ただし、市長が適

当と認める者にあっては、必要な書類を提示することで足りるものとする。 

⑴ 申請者の氏名等 

⑵ 使用日時等 

⑶ 減額又は免除の理由 

（使用料の還付） 

 

 

 

 

（使用時間の超過） 

第９条 使用時間の超過（第４条及び第５条に定める手続により許可を受けた使用時

間と引き続く条例別表に使用料の定めのある時間帯以外の時間に使用することをい

う。）は、使用日の当日に限り申請することができるものとし、センターの運営に

支障のない場合に限り許可する。 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

３ 超過時間の使用料の額を算定する場合における超過時間の計算は、３０分以上１

時間未満の端数は１時間とし、３０分未満の端数は切り捨てるものとする。 

（使用の取消し） 

第１０条 使用者は、センターの施設の使用を取り消そうとするときは、遅滞なく使

用取消届に使用許可書その他の市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 

 

 

 

（使用料の減額又は免除） 

第１１条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

２ 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額・免除申請書を使用許

可申請書に添付しなければならない。ただし、市長が適当と認める者にあっては、

必要な書類を提示することで足りるものとする。 

 

 

 

（使用料の充当及び還付） 

 



( 3 ) 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

第１２条 条例第７条第３項ただし書の規定により使用料の還付を行う場合及びその

割合は、次のとおりとする。 

⑴         －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

⑵ 使用者が使用日前７日までに使用取消届を提出した場合 既納使用料の５割 

⑶ 使用者が使用日前７日までに使用内容変更許可申請書を提出し、市長が許可し

た場合において既納の使用料に過納が生じたとき 過納金の５割 

２ 使用料の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して押印した使用料

還付申請書に使用許可書及び使用内容変更許可書又は使用取消届を添えて市長に提

出しなければならない。 

⑴ 申請者の氏名等 

⑵ 許可を受けた使用日時等 

 

 

第１２条 使用者が使用取消届を提出した場合（既納の使用料がある場合に限る。）

において、その者が納付すべき使用料があるときは、既納の使用料を納付すべき使

用料に充当することができる。 

２ 条例第７条第３項ただし書の規定により使用料の還付を行う場合及びその割合

は、次のとおりとする。 

⑴         －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

⑵ 使用者が使用日の７日前までに使用取消届を提出した場合 既納使用料（充当

をしたときは、その額を控除した額）の５割 

３ 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書に押印の上、使用許可書

その他の市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 

 


